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看護福祉学部の創設をかえりみて
～２０年を振りかえり２０年先を見据えて～

中島 紀惠子

北海道医療大学名誉教授／初代看護福祉学部長／研究科長

はじめに

東日本学園大学学内誌「ADVANCE，No７０（１９９３年
８月３１日）」には，同年５月の看護福祉学部開設記念

行事にお招きした際に講演をお願いした日野原重明

（当時，聖路加看護大学学長）と三浦文夫（当時，日

本社会事業大学学長）先生の要約が掲載されている．

学部創立２０周年記念の今年，お２人が２０年前に「日本

の看護の現状と福祉を踏まえてのこれからの開設」と

題して話された内容は，いまもって色褪せることなく

新鮮である．

日野原先生は，新学部の教育デザインは「壮大で大

胆な実験」といい，これからの地域在宅医療は医学診

断と看護診断とが融合されさらには市民が介護に参加

することで機能するが，新学部の教育はそのための大

胆な実験だといわれた．三浦先生は，新学部の名称に

「看護と福祉に中黒がない」ことにふれて，介護は，

社会福祉職が専門化する中で切り捨てられてきたが，

「福祉も単にソーシャルワークと看護という分野だけ

で連携するのではなく実際の場でどう統合するのか」

と，新学部がこれからとり組んでいくであろう実践的

教育研究に期待を寄せられた．

発足当時，大胆極まりない学部組織や名称を持てた

のは，本流となる医療系総合大学が既にあったからで

ある．では本流をなす本学の源流はどこにあったのだ

ろうか．

本稿ではポール・ゴーギャンの大作「われわれはど

こから来たのか われわれは何者か われわれはどこ

へ行くのか」の言魂に身を沿わせ，本学部創設時の高

揚感をふり返り，これからの学部の発展について思う

ことを述べてみたい．

１．北海道医療大学（東日本学園大学から１９９４年現名

称に変更）が誕生の背景

今年のロンドンオリンピック開催テーマは，「驚異

的な英国」で，英国が近代産業を牽引してきたという

自負を示したかったようで，テレビから国民保健サー

ビス（NHS : National Health Service，１９４８年）の姿
が流された．英国の NHSが，近代福祉国家としてあ
るべき世界の「ヘルスケア」をリードしてきたという

誇りが伝わってきた．

わが国の１９４８年といえば，日本国憲法公布から３年

を経た時である．以降，１９５０年には生活保護法の制

定，１９５９年には国民皆保険法の制度と早いスピードで

生活困窮者の生活保障と国民の医療保障を整えてき

た．しかし，この時代は，すでに猛スピードで少子・

高齢化と一次産業の衰退によって産業構造は変化し，

農山村は劇的崩壊に向い始めていた．特に北海道は開

拓農家の離村や炭鉱の閉山が相継ぎ，ところによって

は自治体の存続すら危ぶまれるような状況にあった．

大学への期待役割も“アカデミックという城”に籠

り，研究成果を学生に伝授するということだけではな

く，研究と教育を一体化させ，地域振興に貢献できる

人材教育へと社会ニーズは変化していた．

北海道医療大学（東日本学園大学から１９９４年現在の

名称に変更）もこうした社会情勢を背にうけ，総合医

療大学を将来目標におきつつ１９７４年に薬学部を音別町

に創設した．この４年後の１９７８年には歯学部を当別町

に創設し，２学部としてこの地から新しく出発した

が，医療に求める世界の趨勢は，「医術提供側の医

療」から人間の基本ニーズを成す「健康」を保障する

ものとしての「医療サービス」のあり方が問われる時

代に入りつつあった．すなわち，主体者として生きる

人間個々が，食糧，住まい，教育等を同等の基本的生

活の質保障問題として健康を考える時代に変化してき

た頃に薬学部と歯学部は誕生したのである．

生きる基本を保障する権利意識の世界的高揚を背景

にしてWHO（世界保健機構）は，「国際婦人年（１９７５
～１９８５年）」と「国際障害者年（１９７５～１９８１年）」をた

て続けに採択し，各国に期間限定のアクションプラン

策定を促した．続く１９７８年WHOは，旧ソ連のアルマ
アタでの国際会議において採択された「プライマリヘ
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ルスケア（PHC）」憲章を提唱した（スライド１）．PHC
は個人，家族，地域が最初に活用する公的保健医療福

祉制度であり，かつ，人が生活し，働く場の近くに継

続して提供できるシステムが必要であると世界にアド

ボケイトされた憲章といえるものである．システムと

は，複数の要素が有機的に関係しあい，全体としてま

とまった機能を発揮する要素の集合体（広辞苑，第６

版，２００８）であるが，PHCは，４原則（要素）が，
組織的，系統的な仕組みとしてまとまって機能すると

いうシステムのモデルを提唱したという意味で，実に

新しい憲章であった．こうしたシステムをより実際的

な活動にするための方策として１９８１年にヘルスプロ

モーションが提唱されたのである．

ヘルスプロモーションとは，人々が自らの健康をコ

ントロールし，改善することができるようにするプロ

セスである．それは，人々はあらゆる生活の場で健康

を享受することができる公正な社会の創造をめざすプ

ロセスでもあり，狭義には援助システムをプロモート

する戦略的・技術的・教育的方法の持続的なシステム

のあり方の提唱である．

北海道医療大学歯学部ができた１９７８年は PHC憲章
の誕生の年でもある．わが国のヘルスケアシステム作

りに関する法整備の流れは，PHCとヘルスプロモー
ションの提唱を政策のモデルとして改革や改定を進め

られてきたといってよいと思う．時代的には北海道医

療大学も国の流れを共に歩んできた歴史をもってい

る．

２．看護福祉学部が誕生した時代の背景～自分の生き

た時代を重ねて

１９７８年前後から私は PHC４原則を分析モデルに援
助活動を見直すための研究チーム班に参加し１），認知

症の人と家族の支援２，３）などの活動に向けて歩みはじ

めた．自分の実際的活動の見直しと新しいフィールド

での研究をしていく中で，目的をもって現場に入り込

み他者と深くコミットできてこそ，事象の背後にある

関係性とその文脈が少しずつ読めるようになってきた

し，その時々の共振と洞察がその場を揺り動かしてい

くといったことを学んできたように思う．そして，こ

のような実践が看護臨床や福祉臨床の分野においてこ

そ求められること，また，このような身体性を伴った

教育研究のあり方が必要になると思うようになった．

しかし，当時はそれを最も学びとることのできる「老

人」の教育がカリキュラムから抜けていたのであ

る．１９７０年代までは，人間の「生・死」のサイクルと

個人・家族・社会文化のサイクルとの重層的な連関の

あり様は「成人」の教育で「事足りる」という時代で

あったのであろう．この認識は，保健医療系大学教育

研究部門のみならず社会科系全般にわたっていえるこ

とであったと思う．

看護教育体系に「老人看護学」と「在宅看護学」の

教科目が起こされたのは，１９８９年の第２次看護教育カ

リキュラム改正以降である．この改正カリキュラムに

より，看護系大学教育・研究の教員組織体制や学術研

究組織の整備と教育のシステム化はかなり進んだ．

この改正カリキュラムの一年前の１９８８年に「社会福

祉士法及び介護福祉士法」（以下，「両資格法」と呼

ぶ）が制定されている．「両資格法」は，社会福祉系

大学に国家資格教育カリキュラムを制度として初めて

導入されたという意味で関係大学等に大きな衝撃を与

えた．この資格法ができた背景には，いわゆる寝たき

り老人介護施設の劣悪な環境や介護労働の惨いあつか

われ方などの現実が明るみになり，介護従事者の質向

上を担保できる教育と従事者の質を平準化し安定と安

全を保障できる法律が福祉にも必要という社会ニーズ

が大勢を占め始めたことがある．その中で「両資格法」

はかなり早いスピードで制度化された．

しかし，「介護福祉士」資格制度に限れば，看護と

同位概念に等しい「介護」について看護界から異議が

出された．これに対する資格法策定側の説明は，福祉

領域の職能教育であって医療領域における看護職資格

と抵触するものではないという説明に終始し，看護関

係者の大勢が納得できるものではなかった．この異議

申し立ては，看護学とは何かを問うことも含めて介護

と看護の位相性に関する問題提起という意味では，“し

ない方がどうかしている”ほどに正論である．だが，

これは，介護家族と介護現場が抱え込んでいる窮状に

対応した政治政策といった立場から噛み合わない論争

であった．私には，この論争が歴史的必然のことのよ

うに見えた．というのも，一方の「社会福祉士」の側

からは，同じ領域の介護職の資格法であるにもかかわ

らず，社会福祉と介護福祉教育の二層構造に対して，

介護福祉教育や実践を軽視したものといった異議はほ

とんどなかった．

私は，この論議が始まる年に福祉系大学に移り，

「両資格法」の施行に関する実務に関与する羽目にな

り，「介護とは何か」の代弁者的な役割がわが身に降

スライド１
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り懸かることが多くなった．振り返ると，こういうき

びしい立場におかれたことで，社会保障と福祉八法の

繋がりの強さと不自由さなどや，「介護」や「看護」

そして社会福祉教育者としての立場や，それを向う側

からみている市民の視線がみえるようになった．そこ

からも社会福祉教育のルーツや「介護」不在の問題な

どをジェンダーの問題として，また看護制度の比較に

おいても多くを学べたと思う．

社会福祉教育の世界にいた５年間に，私は，介護の

現場から２つの大きなことを教えられた．１つは「介

護」は社会福祉教育の範囲を超えて，家族，女性，労

働，扶養，住まい，そして老人の健康障害など生活基

盤そのものを総称する多義的概念であるということ．

もう１つは，「介護支援」と呼ばれる実践活動の本質

は，個人，家族，社会の自立には自己ケアとも呼ぶ自

律を支援するセルフヘルプ活動であるということであ

る．また，看護，介護，ソーシャルワーク等のように

実践を伴う専門教育は，現場が蓄積している数多くの

智恵にふれてこそリアリティのある教育に再生される

ということもあらためて教えられた．

３．看護福祉学部づくり

社会福祉領域がかかえている世界は広い．私にとっ

て，この世界に入り社会福祉教育にたずさわった期間

が，最も看護教育研究のあり方を考えた期間でもあっ

た．また，「ヘルスケア」を基軸においた看護教育と

社会福祉教育を結合させることへの内なる構想が徐々

に具体化していく時期でもあった４）．看護福祉学部づ

くりの構想の大部分は，私が社会福祉系大学に所属し

た時間に重なる．

新学部新設に求められる大学設置・学校法人審査会

許認可手続きはスライド２のように進められた．申請

時の大学名称は，東日本学園大学であったから，大学

設置審議会委員との面接審査では，当時は皆無であっ

た医学部のない大学での看護教育の上に，なお社会科

学系の教育体制の弱い医療系大学での福祉臨床教育

を，“保健医療・福祉の連携と統合”を，教育理念す

る本学に創ることの論理的整合性が問われた．また，

学術の立場から看護と福祉の教育の“統合”に対する

危惧をもつ委員からの幾つもの質問があった．振りか

えって，学部新設における教員確保に対する悪戦苦闘

と許認可の手続きに関する大学事務局との協働作業の

経験，そして文部科学省から発せられる時々の質疑

が，私自身の成長と看護福祉学部教育の「かたち」を

築いていくためには必要なプロセスであった．

こうした時を経て１９９３年に看護福祉学部は看護学

科，医療福祉学科（医療福祉専攻／臨床心理専攻）の

２学科２専攻をもつユニークな学部として創設され

た５，６，７）．教育目標は，互いの専門領域に対する信頼

と尊重，共有と協調の態度をもって共に活動できる人

材の育成である．

カリキュラム編成の中核には２学科２専攻ともに

「人」の理解を配置した（スライド３）．さらに各学

問領域に共通する事象になるものとして，人間，社

会，健康，ケアの４項目を置き，各象限に各学科，各

専攻に求められる独自の教科目を配置した（スライド

４）．各教科目に対する教育方法と進度は，各々の学

科／専攻の教育プランにゆだねられている．

本学に限らずヘルスケア／サービスにかかわる専門

教育では，臨地実習における教育のウエイトが大き

い．単なる現場主義的な臨地実習は，時に，ただの傍

観者として，それとは気づかない学生を育ててしまう

ことがある．

ぼやけた目的の現場主義的実習は，学生がその

「場」で体験し，経験した現実があったとしても，そ

の場の出来事の意味を理解する“道案内”が不在なら

真にリアルな経験とはならず，かえって現場の真実を

見えなくする場合があるのである．「リアル」とは，

具体的に自分の肉体と頭脳を使って現場にある状況，

あるいは現場の状況から作用を受けている「ひと」の

肉体と頭脳に具体的にコミットし，他者のおかれてい

る事象と背後の状況が“自分にとって具体的にわか

る”というプロセス（スライド５）をいうが，このプ

スライド３スライド２
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ロセスにおける教員のスーパービジョンの役割は非常

に大きい．実習指導のイメージを共有できるように医

療福祉学科で作成された指導の流れを示す（スライド

６）が，他者の“いま，ここ”の体験や経験を自己と

の関係性の中で，つまり，自分の知覚・感覚と肉体を

通過させて，いっそう確かなこととして受け止めると

いった学習（というよりは訓練）が繰り返される実習

教育が，講義・演習の中で獲得される形式知に重ねて

記憶に蓄積されてこそ真のリアルな経験となる．この

意味で，学士教育における実習は大きな位置を占め

る．

それが習性になっていくような臨床世界の入り口

に，学生を案内すること．このことを大切に思う大学

の文化的教育的成熟度は，いまのところはまだ“青年

期前後”にあるといったらいい過ぎであろうか．

４．大学院看護福祉学研究科創設までの背景

学部完成年に至る４年間は，わが大学にとってはい

い意味での追い風が吹いた時代でもあった．例えば，

学部開設から１年後（といっても，開設時にはすでに

文部科学省への校名変更手続きは始まっていた）に，

認可された現在の大学名称にするための論理的説明に

は，１９９２年の第２次医療法改正（スライド７）が役立っ

た．１９４８年の医療法成立以降，医療法第１条は，医療

を受ける者の選択の自由とその支援及び安全確保の条

項で変わらないが，第２次改正では，第１条に

２，３，４項が加わったのである．スライドのよう

に，４項の“医師，歯科医師，薬剤師，看護師，その

他の医療の担い手は・・・・”の条項に加えて，第１

条の２の条項は，わが大学の校名変更とその使命を表

明する上で願ってもない法改正であった．この改正で

は，医療従事者の養成確保や病床区分の見直し及び薬

剤師，看護師等の配置基準の見直しも決められてい

る．同じ年の１９９２年には「看護師等の人材確保の促進

に関する法律」と「福祉人材確保の促進に関する法律」

が制定された．これにより，専門職能の質担保におけ

る大学教育への実現に拍車がかかった．

一方で政府は「介護サービス」（高齢者介護に係る

保健医療福祉サービス）の提供体制整備にあた

り，１９９６年，文部科学省に介護サービスに関する人材

確保教育の枠組づくりのための「２１世紀医学・医療懇

談会」を組織した．同年１２月に発表された第１次報告

書には，政策的概念規定ではあるが，初めて「医療

スライド４

（出典：Sheila A．Corcoran，看護研究，２３（４）１９９０．４）

スライド５
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人」と「コ・メディカル」の概念がうちだされた．

「医療人」とは，医師，歯科医師，薬剤師，看護師

などの医療の担い手の総称であり，「コ・メディカ

ル」は，医師，歯科医師を除く医療関係職の総称であ

る．

翌年の第２次報告では「介護関係人材」とは，第１

次報告の「医療人」と「コ・メディカル」に加えて，

社会福祉士，介護福祉士，スピーチセラピスト（ST：
Speech Therapist）など介護サービスにたずさわる
すべての人材と規定している．

２０００年の介護保険法制定の前に，最もジェネリック

な資格教育の質と教育機関の基盤整備はこれら法律あ

るいは検討会，懇親会，審議会などを通じて徐々に整

備され，各専門職の質は平準化されてきた．しかし，

すでに実績をもって活動し，その分野の学術組織もあ

るのに，その資格制度のない上級看護師，医療ソーシ

ャルワーカー（MSW：Medical Social Worker）や
精神医学ソーシャルワーカー（PSW：Psychiatric So-
cial Worker，ただし１９９７年１２月に精神保健福祉法に
よる精神保健福祉士として制定される），臨床心理士

（CCP：Certified Clinical Psychologist）などの医療
ニューウェイブといわれる職能には，その実力に見合

う就業保障はない．このため，各々の既存する資格者

との業務範囲やその拡張をめぐる軋轢がみられるよう

になった．この解消をめざして，職業的な連携のあり

方や学部と資格付与に向けての大学院研究科教育のあ

り方，学術団体や各職能組織機関における資格認定制

などに取り組みが進められている８）．例えば，１９９５年

に制度化した専門看護師（CNS：Certified Nurse Spe-
cialist），認定看護師（CN：Certified Nurse）の誕生
がある．この認定機関は日本看護協会であるが，教育

内容は大学研究科との協約に基づいて定められてい

る．また，１９９６年に定められた臨床心理士（CCP）資
格は，大学院指定審査委員会を設置し大学院指定制度

の審査を経て与えられる．これらの医療ニューウェイ

ブ台頭の動きはいろいろな形でこれからも進むだろ

う．

学部完成年度の１９９７年に大学院看護福祉学研究科が

スライド７

社会福祉実習教育のながれ

スライド６
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開設され，看護学／臨床福祉・心理学専攻修士課程が

開設されたが，カリキュラムは教員の様々なアイディ

アを参考に当時の教職員組織と各々の学科／専攻の専

門性，また，社会のニーズや卒業生のステップアップ

などの現実をふまえた未来志向のカリキュラム構成に

なった（スライド８）．研究科のミッションは，“形式

知から経験知の世界への誘い”といったところだろう

か．すなわち，看護学，臨床福祉学，臨床心理学の各

領域における学識と技術力をそれぞれの領域において

の問題解決型認識をもって事にあたれる臨床的行動力

のある実践者，教育・研究者を育てることである９）．

修士課程の修了生を世に送り出した１９９９年に博士課

程を開設したが，この教育のねらいは修士課程におけ

る教育・研究のさらなる充実と成長である．

研究科（前期・後期）づくりの意義とは何か，なぜ

創るのかとよく問われる．その解答にはいつも苦しむ

が，私の思いを伝えるということでいうなら，１つは

教員個々の学術に対するアイデンティティを確かなも

のにしていることを通して大学のあり方を追求してい

くことのできる組織になること，２つは，大学が学生

と卒業生の成長場として生き続ける責任をもっている

ことだろうか．

このためにも，研究紀要または学会と学会組織とそ

の会誌づくりは欠けない．これへの投稿とジャッジ

は，広く公表されることも大切なことである．看護福

祉学部紀要は学部開設から１年後の１９９４年から発行さ

れた．博士課程において学位授与式を行った翌年の

２００３年には「北海道医療大学看護福祉学部学会」を設

立し，翌年度３月に北海道医療大学看護福祉学部学会

誌第一巻第一号が発行されている．

５．まとめ～２０年先を見据えて

私の本大学在職期間は９年間であった．よく「大学

づくり１０年」といわれるが，確かな準備から博士課程

の修了生を世に送り出すまでの最短コースが正に１０年

である．それから１０年を経て今年は２０周年を祝う年で

ある．私が本学にかかわって１０年．時々の情報から，

教員達みんなで築いてきた看護福祉学部の１０年間が，

「過去」に置かれずにより大きく，深く，多様性を増

して「現在」に生かされている事の中に「未来」がも

う芽生えているという発見をしている．こんなによろ

こばしいことはない．

たぶん，これからも「コ・メディカル」や「介護関

係の人材」または，ヘルスケアワーカーと呼ばれる職

種のニューウェイブは様々なところから台頭し，その

教育制度も，職種・職名の多様化も今後一層進むだろ

う．並行して学会や各種法人事業団体や職能団体認定

の資格者も新たに誕生するのではあるまいか．大学院

研究科の教育カリキュラムも，より多様化するであろ

う．関係職種の働く場も，自営から大きなコープ組織

など，これまで以上に多様化する．むろん協働と連携

のあり方も多様化する．そこで生ずるであろうイン

ターフェース・ロスを最小限に回避するやり方として

今日，職務のマニュアル化が進められている．これを

柔らかく瑞々しいループになっていくものとして，専

門性とマネージメント能力が一対の能力となるよう教

育のあり方がいっそう問われ，期待されるようになる

のではあるまいか．

この能力の基本となるのが「ケア」であろう．統語

論的視点から careと cureを比較すると，動作動詞の
cureに対して careは状態を表す動詞であるという．
ゆえに近代に入ると cureは，治療といった特定の主
体的行為を表す言葉として用いられるようになり，

careは治療等の行為以外の状態に対する気づかいや
関心，世話などの人間としての徳性をも表す言葉とし

て使われるようになった１０）という．

ケアには，自己の生命の意味を考えつつ自己を生き

るためのケアと自律して生きる根源的存在として人間

の命は，尊重されなければならないという実践理性を

スライド８
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伴ってケアを引き受ける行為とがある．ゆえにケア

は，あらゆる社会制度の基本原則として備わっている

必要がある．

実体としてのケアは，国家としての社会文化制度の

仕組みとして自覚・無自覚を問わず倫理，教育，政

治・経済，技術などの中に生かされている１１）．ケアに

は，このように多様に分化した諸制度の分裂または相

互作用として生じている狭間を埋められるブリッジと

しての語り言葉としても用いられる．

今日のように，見通しが利かないくらいに複雑な作

業システムやその分化している実体を理論的に説明し

ようとすればするほど，何かがこぼれていくといった

ことを誰もが実感していると思う．しかし，一方では

「我々は語ることができるより多くのことを知ること

ができる」こと１２）を知っている．しかし，その学習教

育のあり方が，スライド５に示したような秩序ある認

知構造の通りに進むとは限らないということも知って

いる．だからといって，単純な「現場絶対主義」に教

育や学習を持ち込むのはある種の教育的無想であろ

う．

今日的な「ケア」の意味は現場に表在・潜在するよ

りヒューリスティカル（発見論的）な立場１３）からの教

育研究方法論の確立であろう．

ヘルスケア専門職と研究職は，このケアの存在を明

確に認識し，いのち，生活・暮らしに統合させた教育

と研究の開発の役割（スライド９）があるのではある

まいか．

看護福祉学部は，その成り立ちからして，この役割

の先鞭を切って走ってきた．これからも卒業生と共同

しつつ，この広い北海道にある大学ならではの実験

的・実践的エネルギーを絶やさず２０年先を見据えて歩

んでほしい．

本稿は，２０１２年９月１日，看護福祉学部２０周年記念

にあたり特別講演に招かれ口演した内容を基に原稿に

起こしたものである．この機会を与えてくださった学

部長はじめ関係者の方々に心からお礼を申し上げる．
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